
         

◆
国
民
年
金
保
険
料
の
産
前
産
後
期 

間
の
免
除
制
度 

 

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
※
が
出
産 

を
さ
れ
た

の
国
民
年
金
保

険
料
が
一
定
期
間
免
除
さ
れ
る
制
度

 
 
 

こ
の
制
度

保
険
料
を
免
除
さ
れ
た
期

間
も
保
険
料
を
納
付
し
た
も
の
と
し
て
老

齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
に
反
映
さ
れ
る
お

得
な
制
度

 

 

産
前
産
後
期
間
は
付
加
保
険
料

が
納
付

産
前
産
後
の
保
険

料
を
前
納
し
て
い
る

さ

 

※
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
自
営
業
者
・ 

農
林
漁
業
者
と
そ
の

 
 
 
 
 

職 

が
免
除
さ
れ
る

 

 

出
産
予
定
日
又
は
出
産
日
が
属
す
る
月

の
前
月
か
ら
４
か
月
間
の
国
民
年
金
保
険

料
が
免
除

 

 

多
児
妊
娠
の
場
合

出
産
予

定
日
又
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３
か
月

前
か
ら
最
大
６
か
月
間
の
国
民
年
金
保
険

料
が
免
除

 

※
出
産

妊
娠
85

か

上
の
出
産

死
産
・
流

産
・
早
産
さ
れ
た
方
を
含

 

●
対
象
と
な
る
方 

 

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
で
平
成 

31

に 

出
産
さ
れ
た
方
が
対
象

 

の
保
険
料
免
除
制
度
を
利
用
さ
れ
て
い
る 

方
も
手
続

 
●
届
出
方
法 

 

出
産
予
定
日
の
６
か
月
前
か
ら
旭
川
年 

金
事
務
所
又
は
役
場
住
民
課
の
窓
口
で
届 

出

届
出
を
し
な
け
れ
ば
免 

除

早
め
の
届
出 

を
お
勧

 

出
産
後
も
届
出
は
可
能

 

●
手
続
に
必
要
な
も
の 

①
申
出
書 

 

日
本
年
金
機
構

か
ら
ダ 

利
用

 

旭
川
年
金
事
務
所
や
役
場
住
民

課
の
窓
口
に
も
備
え
付

 

②
母
子
健
康
手
帳
な
ど
※
１(

出
産
後

市
区
町
村
で
確
認
が
で
き
る
場
合
は
不

要
で
す
※
２) 

※
１ 

郵
送
で
届
出
を
す
る
場
合

出
産

予
定
日
が
確
認
で
き
る

の
コ
ピ

添
付

 

※
２ 

別
世
帯
の
子
の

な
ど
出
産
日
及
び
親
子
関
係
を
明
ら
か

に
す
る
書
類
が
必
要

 

      

◆
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て 

 

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
や
被
用
者 

保
険
の
任
意
加
入
被
保
険
者

国
民
年 

金
保
険
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ 

 

●
国
民
年
金
保
険
料
の
金
額 

 

国
民
年
金
保
険
料
の
金
額

月 

円

 

●
付
加
年
金
料 

 

国
民
年
金
保
険
料

月
額 

４
０
０
円
の
付
加
保
険
料
を
納
付
す
る
こ 

と

将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
の
額 

を
増
額
で
き
る
制
度

 

●
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
期
限 

 
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
期
限
は
納
付 

対
象
月
の
翌
日
末
日

月 

の
末
日
が

 

末
年
始
に
当

翌
日
最
初
の 

金
融
機
関
等
の
営
業
日
が
納
付
期
限
と
な 

 

●
納
付
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
い
と

き 

 

保
険
料
が
納
付
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ 

な
い
と
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金 

を
受
給
で
き
な
い
場
合

 

忘
れ
ず
に
納
付

 

●
納
付
方
法 

 

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
方
法
に
は
次 

の
３
つ
の
方
法

 

①
納
付
書
で
の
支
払 

②
口
座
振
替
で
の
支
払 

で
の
支
払 

 

◆
年
金
相
談

手
続
き
の
際

事
前
予
約
を 

①
予
約

相
談
希
望
日
の
１
か
月
前
か

ら
前
日
ま
で
受
付

 

②
予
約
の
際

基
礎
年
金
番
号
の
わ
か

年
金
手
帳
や
年
金
証
書

を
用
意

全
国
共
通
の
予
約
専
用
受

付
ダ
イ
ヤ
ル

旭
川
年
金
事
務
所
に

ご
連
絡

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療

 

電
話
26―

９
０
２
６ 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

電
話
０
１
６
６―

72―

５
０
０
２ 

全
国
共
通
予
約
専
用
受
付
ダ
イ
ヤ
ル 

電
話
０
５
７
０―

05―

４
８
９
０ 


